
閲覧日 閲覧に係る住民の範囲
閲覧件数
（人）

申出者の氏名（申出者が法人の場合は、そ
の名称及び代表者及び管理者の氏名）

閲覧事項の利用目的
備考

（結果の公表など）

令和5年7月11日
諏訪町３丁目
満１８歳以上の日本人の男女（平成
１７年８月末日までに生まれた者）

13
一般社団法人　中央調査社

会長　境　克彦
「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」の実施の

ための対象者抽出

報告書、内閣府ホーム
ページ、プレスリリース
にて公表予定（令和6
年1月頃）

令和5年9月13日
下小中山１０２４～
令和５年１０月３１日に１８歳以上の
日本人男女

16
一般社団法人　新情報センター

事務局長　山本　恭久
「国民生活に関する世論調査」
実施のための対象者抽出

内閣府のホームペー
ジで公表（令和６年３
月頃）

令和5年9月13日
下羽津５～
１５歳以上の日本人（平成２０年１０
月３１日以前に生まれた者）

25
一般社団法人　新情報センター

事務局長　山本　恭久
「令和５年度消費者意識基本調査」

の対象者抽出のため

消費者庁ホームペー
ジで公表予定、「消費
者白書」に一部掲載予
定（令和６年６月頃）

令和5年9月20日
住吉町１丁目、２丁目
満２０歳以上の日本人男女（平成１
５年１０月末日までに生まれた者）

20
一般社団法人　中央調査社

会長　境　克彦
「令和５年度食育に関する意識調査」

実施のための対象者抽出

報告書を農林水産省
ホームページで公表
（令和６年３月頃）

住民基本台帳閲覧者などの公表
○住民基本台帳には、氏名、住所、生年月日、性別の４つの個人情報があります。
○法令により閲覧できる範囲が制限されているほか、閲覧者や使用目的などを公表することが定められています。

令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの閲覧は次のとおりです。

【閲覧できる場合】
○公的機関が法令で定められた事務を行う場合
○公益性が高く、統計結果などを公表している場合
○公共団体の住民の福祉向上のための調査に用いる場合
○裁判や訴訟のための居住を確認するなどの特別な事情がある場合
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令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの閲覧は次のとおりです。

【閲覧できる場合】
○公的機関が法令で定められた事務を行う場合
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○裁判や訴訟のための居住を確認するなどの特別な事情がある場合
　

令和5年9月22日

下坂町、下山田、下三光、下寺内、
本町１丁目
令和５年１１月１日時点で１８歳以上
７４歳以下の日本人

55
株式会社サーベイリサーチセンター

代表取締役　藤澤　士朗
「国民の娯楽と健康に関するアンケート」

実施のための対象者抽出

調査結果を独立行政
法人国立病院機構久
里浜医療センターホー
ムページに掲載（令和
６年９月頃）

令和5年9月27日 佐々木の一部　６７世帯 182
新潟県新発田地域振興局

健康福祉環境部
「令和５年県民健康・栄養実態調査」

実施のための対象者抽出
新潟県のホームペー
ジにて公表

令和5年10月25日

中曽根町２丁目
１８歳以上５９歳以下（昭和３８年１２
月１日から平成１７年１１月３０日ま
で生まれ）の日本人男女

27
一般社団法人　中央調査社

会長　境　克彦
「令和５年度男女間における暴力に関する調査」

実施のための対象者抽出

報告書、内閣府ホーム
ページ、プレスリリース
（令和６年４月頃）

令和5年11月10日
上新保、下新保
満16歳以上（平成19年12月末日ま
で生まれ）の日本人の男女

16
一般社団法人　中央調査社

会長　境　克彦
「令和５年度国語に関する世論調査」

実施のための対象者抽出

報告書、ホームペー
ジ、プレスリリースにて
公表（令和６年９月頃）
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令和6年1月29日
新発田市全域の
平成２１年４月２日～平成２２年４月
１日生まれの男性

379 防衛省自衛隊新潟地方協力本部長
陸上自衛隊高等工科学校生徒募集に関する事務

のため

令和6年2月28日
大栄町４～５丁目
２０歳以上の男女（平成１６年４月３
０日以前生まれ）

15
株式会社　日本リサーチセンター
代表取締役社長　杉原　領治

「生活意識に関するアンケート調査」の対象者抽
出のため

日本銀行ホームペー
ジ上で公表（令和6年7
月上中旬予定）
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